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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用済みの医療機器を再使用可能にするリプロセスを行う処理場へ前記医療機器が入庫
する毎に記録され、前記医療機器が処理場に入庫したことを表す入庫情報と、前記処理場
への入庫直前に前記医療機器を使用したユーザのユーザＩＤとを関連付けて記憶する第１
記憶手段と、
　前記医療機器から読み取られ、前記医療機器に対して前記ユーザが設定済みのユーザ設
定情報の入力を受け付ける受付手段と、
　前記ユーザＩＤ毎に、前記ユーザ設定情報と前記受付手段が前記入力を受け付けたこと
を表す受付情報とを関連付けて記憶する第２記憶手段と、
　前記第１記憶手段及び前記第２記憶手段からそれぞれ読み出した、同じユーザＩＤに対
応する前記入庫情報と前記受付情報に基づいて、前記ユーザ設定情報の入力作業が実施さ
れたか否かを判定する第１判定処理を実行する判定手段と、
　前記判定手段が、前記ユーザ設定情報の入力作業が実施されていないと判定した場合に
警告する警告手段とを備えていることを特徴とする医療機器用のユーザ設定情報管理装置
。
【請求項２】
　前記ユーザ設定情報の入力には、前記ユーザ設定情報の新規入力、入庫時において前記
第２記憶手段に既に記憶されている前記ユーザ設定情報の更新入力、及び入庫時において
前記第２記憶手段に既に記憶されている前記ユーザ設定情報と入庫した前記医療機器から
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読み取られる前記ユーザ設定情報とを目視で照合する照合作業が実施されたことを表す照
合記録の入力の３つの入力のうち少なくとも１つの入力が含まれることを特徴とする請求
項１に記載の医療機器用のユーザ設定情報管理装置。
【請求項３】
　前記入庫情報は入庫日時、前記受付情報は受付日時であり、
　前記判定手段は、前記第１判定処理において、前記第１記憶手段と第２記憶手段を参照
して、同じユーザＩＤに対応する最新の入庫日時と最新の受付日時を読み出し、読み出し
た前記受付日時と前記入庫日時とを比較して、前記受付日時が前記入庫日時以後である場
合に、前記ユーザ設定情報の入力が実施されたと判定することを特徴とする請求項１又は
２に記載の医療機器用のユーザ設定情報管理装置。
【請求項４】
　前記入庫情報が入力される入庫画面をディスプレイに表示する表示制御手段を備えてお
り、
　前記判定手段は、前記入庫画面において前記入庫情報が入力されたときに、前記第１判
定処理を実行することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の情報管理装置。
【請求項５】
　前記判定手段は、前記入庫情報が入力された後、前記第１判定処理を所定時間間隔で繰
り返し実行することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の医療機器用のユー
ザ設定情報管理装置。
【請求項６】
　リプロセスが施された処理済みの前記医療機器の機器ＩＤを含み、前記医療機器に対し
て、出庫先のユーザＩＤに対応する前記ユーザ設定情報の再設定作業が実施されたことを
表す再設定情報を記憶する第３記憶手段を備えていることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか１項に記載の医療機器用のユーザ設定情報管理装置。
【請求項７】
　前記判定手段は、前記再設定情報を調べて、前記再設定作業が実施されたか否かを判定
する第２判定処理を実行することを特徴とする請求項６記載の医療機器用のユーザ設定情
報管理装置。
【請求項８】
　出庫日時を含む出庫情報が入力される出庫画面をディスプレイに表示する表示制御手段
を備えており、
　前記判定手段は、前記出庫画面において前記出庫情報の入力が行われる際に、前記第２
判定処理を実行することを特徴とする請求項７記載の医療機器用のユーザ設定情報管理装
置。
【請求項９】
　出庫される医療機器の機器ＩＤ及び出庫先のユーザＩＤを指定する、出庫指示の通知を
受信する受信手段を備えており、
　出庫指示の通知を受信した後、前記第２判定処理を所定時間間隔で繰り返し実行するこ
とを特徴とする請求項７又は８記載の医療機器用のユーザ設定情報管理装置。
【請求項１０】
　前記判定手段は、第２記憶手段内のユーザ設定情報の検索が行われたときに、前記第１
判定処理を実行することを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の医療機器用の
ユーザ設定情報管理装置。
【請求項１１】
　前記医療機器は、異なる複数の出庫先に貸し出されるレンタル医療機器を含むことを特
徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の医療機器用のユーザ設定情報管理装置。
【請求項１２】
　使用済みの医療機器を再使用可能にするリプロセスを行う処理場へ前記医療機器が入庫
する毎に記録され、前記医療機器が処理場に入庫したことを表す入庫情報と、前記処理場
への入庫直前に前記医療機器を使用したユーザのユーザＩＤとを関連付けて第１記憶手段
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に記憶する第１記憶ステップと、
　前記医療機器から読み取られ、前記医療機器に対して前記ユーザが設定済みのユーザ設
定情報の入力を受付手段が受け付ける受付ステップと、
　前記ユーザＩＤ毎に、前記ユーザ設定情報と前記受付ステップにおいて前記入力が受け
付けられたことを表す受付情報とを関連付けて第２記憶手段に記憶する第２記憶ステップ
と、
　前記第１記憶手段及び前記第２記憶手段からそれぞれ読み出した、同じユーザＩＤに対
応する前記入庫情報と前記受付情報に基づいて、前記ユーザ設定情報の入力作業が実施さ
れたか否かを判定手段が判定する第１判定処理を実行する判定ステップと、
　前記判定ステップにおいて、前記ユーザ設定情報の入力作業が実施されていないと判定
された場合に警告手段が警告する警告ステップとを、コンピュータに実行させることを特
徴とする医療機器用のユーザ設定情報管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療機器に設定されるユーザ設定情報を管理するユーザ設定情報管理装置及
び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において、被検体内に挿入される挿入部の先端に撮像素子を配設し被検体内の
画像を撮像する内視鏡が知られている。使用済みの内視鏡は、洗浄及び消毒が施されて繰
り返し使用される。特許文献１及び２には、内視鏡などの医療機器を貸し出すレンタルサ
ービス及びそのサービスを提供するためのレンタル支援システムが提案されている。内視
鏡のレンタルサービスは、レンタル業者が医療施設からのオーダに基づいて、内視鏡を貸
し出すサービスであり、レンタル支援システムは、貸し出しのオーダのオンラインによる
受け付け、受け付けたオーダや在庫の管理を、コンピュータシステムを利用して実現する
ものである。
【０００３】
　貸し出し先から回収された使用済みの内視鏡は、レンタル業者が運営するリプロセスセ
ンタにおいて、洗浄や消毒、修理、機能チェックなど、内視鏡を再使用可能な状態にする
リプロセスが施される。リプロセスが施された処理済みの内視鏡はリプロセスセンタの保
管庫で保管される。貸し出しのオーダがあった場合には、リプロセスセンタから出庫され
て貸し出し先に配送される。
【０００４】
　特許文献２及び特許文献３には、貸し出した内視鏡の使用量を測定して、保守点検の時
期を把握する技術が開示されている。レンタルサービスを行うに当たっては、特許文献１
～３に記載されているような、在庫状況、保守点検の時期といった情報を把握して管理す
る技術が不可欠である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３６２１６４号公報
【特許文献２】特開２００２－３０４５８４号公報
【特許文献３】特開２００１－０４６３２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、内視鏡には、ユーザが使いやすいようにユーザの好みに応じて種々の設定が
行えるカスタマイズ機能が設けられているものがある。カスタマイズ機能には、体腔内に
挿入される挿入部の柔軟性（硬度）を調節する硬度調節機能や、操作ボタンに割り当てる
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機能を変更する変更機能などがある。硬度調節は、例えば、特開平１０－１７９５０９号
公報に記載されているように、内視鏡に設けられる調節つまみの操作によって行われる。
操作ボタンの機能の割り当ては、内視鏡が接続されたプロセッサ装置の設定画面から設定
操作が行われて、内視鏡に設けられたＥＥＰＲＯＭやＩＣタグなどの内蔵メモリに設定情
報が記憶される。
【０００７】
　レンタル用の内視鏡は、同じユーザに対して毎回同じシリアル番号（機器ＩＤ）の内視
鏡が貸し出されるとは限らないため、調節つまみの設定位置や内蔵メモリ内の設定情報な
どのユーザ設定情報は、レンタル内視鏡のリプロセスの過程でリセットされる。また、同
じユーザに対して同じ機器ＩＤの内視鏡を貸し出す場合には、ユーザ設定情報のリセット
は必ずしも必要ではないが、リプロセスの過程において調節つまみの設定位置がずれてし
まったり、内蔵メモリ内の設定情報が消去されてしまうこともある。そのため、ユーザは
、レンタルした内視鏡に対して毎回ユーザ設定を行う必要が生じるが、医療現場において
は急患の対応など緊急性が要求される場面が多く、また、医療従事者は繁忙を極めている
ため、ユーザ設定の時間を確保しにくい。
【０００８】
　そこで、内視鏡のレンタルサービスの事業化に当たっては、リプロセスセンタにおいて
ユーザ毎にユーザ設定情報を管理して、出庫の際に貸し出し先に応じたユーザ設定情報を
再設定して、内視鏡を貸し出すことが検討されている。
【０００９】
　ユーザ設定情報の管理方法としては、例えば、ユーザに予めユーザ設定情報を申告して
もらい、申告を受けた情報を情報管理端末に登録する方法が考えられる。出庫の際には、
情報管理端末から登録された情報が読み出されて内視鏡に再設定される。
【００１０】
　しかし、同じユーザであっても時期によってユーザ設定情報の内容が変化する場合も多
い。せっかくユーザ設定情報を再設定しても古い内容では意味がないので、登録されるユ
ーザ設定情報には最新の内容が反映されていることが求められる。この対策として、ユー
ザ設定情報の内容が変更された場合には、その旨を随時ユーザに申告してもらう方法が考
えられるが、繁忙を極める医療現場のユーザにそうした申告を要求しても、失念等による
申告漏れが多いことが予想され、実効性のある対策にならない。
【００１１】
　上記従来文献には、こうしたユーザ設定情報を管理する対策については明示も示唆もな
く、何ら考慮されていない。そのため、リプロセス後の出庫の際に最新のユーザ設定情報
を再設定するために有効な、ユーザ設定情報を管理する方策が模索されていた。
【００１２】
　本発明は、こうした背景に鑑みてなされたもので、リプロセスが行われて再使用される
医療機器に対して、リプロセス後に最新のユーザ設定情報を再設定するために有効な、医
療機器用のユーザ設定情報管理装置及び方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明のユーザ設定情報管理装置は、使用済みの医療機器
を再使用可能にするリプロセスを行う処理場へ前記医療機器が入庫する毎に記録され、前
記医療機器が処理場に入庫したことを表す入庫情報と、前記処理場への入庫直前に前記医
療機器を使用したユーザのユーザＩＤとを関連付けて記憶する第１記憶手段と、前記医療
機器から読み取られ、前記医療機器に対して前記ユーザが設定済みのユーザ設定情報の入
力を受け付ける受付手段と、前記ユーザＩＤ毎に、前記ユーザ設定情報と前記受付手段が
前記入力を受け付けたことを表す受付情報とを関連付けて記憶する第２記憶手段と、前記
第１記憶手段及び前記第２記憶手段からそれぞれ読み出した、同じユーザＩＤに対応する
前記入庫情報と前記受付情報に基づいて、前記ユーザ設定情報の入力作業が実施されたか
否かを判定する第１判定処理を実行する判定手段と、前記判定手段が、前記ユーザ設定情
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報の入力作業が実施されていないと判定した場合に警告する警告手段とを備えていること
を特徴とする。
【００１４】
　ここで、「リプロセス」には、医療機器の洗浄、消毒、滅菌、修理（分解、部品交換を
伴うものを含む）、及び電気的あるいは機械的な機能チェックの少なくとも１つが含まれ
る。「警告」は、画面にメッセージを表示したり、ランプを点灯させるなど視覚的なメッ
セージによるものの他、音声信号による音声メッセージによるもの、振動など触覚を刺激
するメッセージによるものを含む。「入庫情報」及び「受付情報」は、入庫日時、受付日
時の他、入庫済みか否か、受付済みか否かといった二値の情報を含む。「処理場」は、医
療機器のレンタルサービスやリプロセス代行サービスのサービス業者が運営するリプロセ
スセンタの他、医療施設が保有する洗浄室を含む。
【００１５】
　前記ユーザ設定情報の入力には、前記ユーザ設定情報の新規入力、入庫時において前記
第２記憶手段に既に記憶されている前記ユーザ設定情報の更新入力、及び入庫時において
前記第２記憶手段に既に記憶されている前記ユーザ設定情報と入庫した前記医療機器から
読み取られる前記ユーザ設定情報とを目視で照合する照合作業が実施されたことを表す照
合記録の入力の３つの入力のうち少なくとも１つの入力が含まれる。
【００１６】
　前記入庫情報は入庫日時、前記受付情報は受付日時であり、前記判定手段は、前記第１
判定処理において、前記第１記憶手段と第２記憶手段を参照して、同じユーザＩＤに対応
する最新の入庫日時と最新の受付日時を読み出し、読み出した前記受付日時と前記入庫日
時とを比較して、前記受付日時が前記入庫日時以後である場合に、前記ユーザ設定情報の
入力が実施されたと判定することが好ましい。
【００１７】
　前記入庫情報が入力される入庫画面をディスプレイに表示する表示制御手段を備えてお
り、前記判定手段は、前記入庫画面において前記入庫情報が入力されたときに、前記第１
判定処理を実行することが好ましい。
【００１８】
　前記判定手段は、前記入庫情報が入力された後、前記第１判定処理を所定時間間隔で繰
り返し実行することが好ましい。
【００１９】
　リプロセスが施された処理済みの前記医療機器の機器ＩＤを含み、前記医療機器に対し
て、出庫先のユーザＩＤに対応する前記ユーザ設定情報の再設定作業が実施されたことを
表す再設定情報を記憶する第３記憶手段を備えていることが好ましい。
【００２０】
　前記判定手段は、前記再設定情報を調べて、前記再設定作業が実施されたか否かを判定
する第２判定処理を実行することが好ましい。
【００２１】
　出庫日時を含む出庫情報が入力される出庫画面をディスプレイに表示する表示制御手段
を備えており、前記判定手段は、前記出庫画面において前記出庫情報の入力が行われる際
に、前記第２判定処理を実行することが好ましい。ここで、「出庫情報の入力が行われる
際」には、出庫情報の入力が行われたときの他、出庫画面が起動されたときを含む。
【００２２】
　出庫される医療機器の機器ＩＤ及び出庫先のユーザＩＤを指定する、出庫指示の通知を
受信する受信手段を備えており、出庫指示の通知を受信した後、前記第２判定処理を所定
時間間隔で繰り返し実行することが好ましい。
【００２３】
　前記判定手段は、第２記憶手段内のユーザ設定情報の検索が行われたときに、前記第１
判定処理を実行することが好ましい。
【００２４】
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　前記医療機器は、異なる複数の出庫先に貸し出されるレンタル医療機器を含むことが好
ましい。
【００２５】
　本発明の医療機器用のユーザ設定情報管理方法は、使用済みの医療機器を再使用可能に
するリプロセスを行う処理場へ前記医療機器が入庫する毎に記録され、前記医療機器が処
理場に入庫したことを表す入庫情報と、前記処理場への入庫直前に前記医療機器を使用し
たユーザのユーザＩＤとを関連付けて第１記憶手段に記憶する第１記憶ステップと、前記
医療機器から読み取られ、前記医療機器に対して前記ユーザが設定済みのユーザ設定情報
の入力を受付手段が受け付ける受付ステップと、前記ユーザＩＤ毎に、前記ユーザ設定情
報と前記受付ステップにおいて前記入力が受け付けられたことを表す受付情報とを関連付
けて第２記憶手段に記憶する第２記憶ステップと、前記第１記憶手段及び前記第２記憶手
段からそれぞれ読み出した、同じユーザＩＤに対応する前記入庫情報と前記受付情報に基
づいて、前記ユーザ設定情報の入力作業が実施されたか否かを判定手段が判定する第１判
定処理を実行する判定ステップと、前記判定ステップにおいて、前記ユーザ設定情報の入
力作業が実施されていないと判定された場合に警告手段が警告する警告ステップとを、コ
ンピュータに実行させることを特徴とする医療機器用のユーザ設定情報管理方法。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、リプロセスを行う処理場に医療機器が入庫したことを表す入庫情報と
、医療機器から読み取られるユーザ設定情報の受付情報に基づいて、医療機器が入庫され
る毎にユーザ設定情報の入力作業が実施されたか否かを判定し、未実施の場合には警告を
行うようにしたから、ユーザ設定情報の入力作業の作業忘れを防止し、リプロセス後に医
療機器に再設定されるユーザ設定情報を最新の状態に保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】内視鏡のレンタルサービスの概要の説明図である。
【図２】カスタマイズ機能を備えた内視鏡の説明図である。
【図３】リプロセスセンタにおける作業フローの説明図である。
【図４】オーダ管理端末、情報管理端末、ＤＢサーバの概略構成図である。
【図５】情報管理端末の構成図である。
【図６】オーダ管理テーブルの説明図である。
【図７】ユーザ設定管理テーブルの説明図である。
【図８】在庫管理テーブルの説明図である。
【図９】入庫画面の説明図である。
【図１０】入庫情報を入力後の入庫画面の説明図である。
【図１１】ユーザ設定情報入力画面の説明図である。
【図１２】入庫情報の受付手順を示すフローチャートである。
【図１３】第１判定処理のフローチャートである。
【図１４】出庫画面の説明図である。
【図１５】出庫情報を入力後の出庫画面の説明図である。
【図１６】ユーザ設定情報再設定画面の説明図である。
【図１７】出庫情報の受付手順を示すフローチャートである。
【図１８】第２判定処理のフローチャートである。
【図１９】第１判定処理のタイミング異なる第２実施形態のフローチャートである。
【図２０】第２実施形態の出庫情報の受付手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　[第１実施形態]
　内視鏡１１のレンタルサービスの概要を示す図１において、レンタル業者１２は、病院
や診療所などの医療施設１３からのオーダに基づいて、医療施設１３に対して内視鏡１１
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を貸し出すレンタルサービスを提供する。レンタル業者１２は、オーダ元の医療施設１３
に内視鏡１１を配送し、医療施設１３において使用された使用済みの内視鏡１１を回収す
る。レンタル業者１２は、回収した使用済みの内視鏡１１に対して、洗浄、消毒、修理、
機能チェックなどのリプロセスを施して、再使用可能な状態にするリプロセスセンタ１４
を運営している。リプロセスセンタ１４は、回収された使用済みの内視鏡１１の入庫作業
、リプロセス、リプロセスが施された処理済みの内視鏡１１の保管、及び出庫作業などの
作業を行う。
【００２９】
　医療施設１３は、プロセッサ装置や光源装置からなる周辺装置１５を保有しており、レ
ンタルした内視鏡１１を周辺装置１５に接続して使用する。プロセッサ装置は、内視鏡１
１で撮像した撮像信号をモニタへ表示するための画像処理を施す。光源装置は、キセノン
ランプやレーザ光源などの光源を有しており、内視鏡１１に照明光を供給する。
【００３０】
　図２に示すように、内視鏡１１は、体腔内に挿入される挿入部１６と、挿入部１６の基
端部分に連設された操作部１７と、プロセッサ装置や光源装置に接続するためのユニバー
サルコード１８とを備えている。挿入部１６は、複雑に曲がりくねった消化管内に挿入さ
れるために主要部分が可撓性に富む可撓管部１６ａで構成されている。可撓管部１６ａの
先端にはアングル部１６ｂが設けられており、その先端には、被写体を撮像するＣＣＤや
ＣＭＯＳなどのイメージセンサ（図示せず）が内蔵された先端部１６ｃが設けられている
。挿入部１６内には、光ファイバをバンドル化したライトガイド、イメージセンサに接続
され駆動信号や撮像信号を送信するための信号ケーブル、送気・送水チャンネル、鉗子な
どの処置具を挿通するとともに、吸引チャンネルとしても機能する鉗子チャンネルなどが
配設されている。
【００３１】
　アングル部１６ｂは、湾曲することにより先端部１６ｃの向きを上下左右に変化させる
。可撓管部１６ａ内には、アングルワイヤが挿通されており、アングルワイヤの基端側は
、操作部１７に設けられたノブ１７ａに、先端側はアングル部１６ｂ内の節輪とそれぞれ
係合される。ノブ１７ａが回転操作されると、アングルワイヤを通じて操作力がアングル
部１６ｂに伝達されて、アングル部１６ｂが湾曲する。
【００３２】
　可撓管部１６ａは、帯状の金属片を螺旋状に巻き付けた螺旋管を、金属細線により編組
された網状管で覆い、網状管の外周面を樹脂製の外皮で被覆したものである。内視鏡１１
は、可撓管部１６ａの硬度を調節する硬度調節機構を備えている。硬度調節機構は、特開
平１０－１７９５０９号公報などに記載されているように、可撓管部１６ａ内に軸方向に
沿って配設された、密着バネからなるコイルパイプ１９と、コイルパイプ１９に挿通され
たワイヤ２０とからなり、ワイヤ２０の牽引操作によってコイルパイプ１９を軸方向に伸
縮させることで、可撓管部１６ａの硬度を調節する機構である。
【００３３】
　ワイヤ２０が牽引されると、コイルパイプ１９が圧縮されることにより曲げ方向に対す
る剛性が上がるので、可撓管部１６ａの硬度が上がる。操作部１７には、ワイヤ２０の牽
引量を調節するための調節つまみ２１が設けられており、調節つまみ２１の操作によって
ユーザの好みに応じて硬度を変化させることができる。操作部１７には、調節つまみ２１
の外周近傍に、目盛り２２が設けられており、目盛り２２は、調節つまみ２１の設定位置
の目安として利用される。
【００３４】
　操作部１７には、ノブ１７ａや調節つまみ２１の他、送気・送水を行うための送気・送
水ボタン１７ｂ、鉗子チャンネルを通じて吸引を行うための吸引ボタン１７ｃ、及びシャ
ッタボタンやズームボタンとして機能する機能ボタン１７ｄ、１７ｅなどの各種操作ボタ
ンが設けられている。機能ボタン１７ｄ、１７ｅへの機能の割り当ては、例えば、機能ボ
タン１７ｄをシャッタボタンに、機能ボタン１７ｅをズームボタンに、あるいはその逆に
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というように、ユーザの好みに応じて変更できるようになっている。
【００３５】
　機能ボタン１７ｄ、１７ｅへの機能の割り当ては、プロセッサ装置を通じて行われ、割
り当て内容を表す設定情報は、操作部１７に内蔵されたＥＥＰＲＯＭやＩＣタグなどの内
蔵メモリ２３に格納される。さらに、内視鏡１１は、イメージセンサから出力される撮像
信号のゲインの設定値を変更することで、モニタに表示される観察画像の輝度やカラーバ
ランスを調節することが可能である。ゲイン設定値も、プロセッサ装置を通じて設定され
、内蔵メモリ２３に格納される。
【００３６】
　このように、内視鏡１１は、調節つまみ２１による可撓管部１６ａの硬度調節、機能ボ
タン１７ｄ、１７ｅの機能割り当て、イメージセンサのゲイン設定について、ユーザ設定
が可能なカスタマイズ機能を備えている。
【００３７】
　図１において、レンタル支援システム１０は、レンタル業者１２が行う業務を、コンピ
ュータを用いて支援するシステムである。レンタル支援システム１０は、オーダ受付端末
２７と、情報管理端末２８と、ＤＢ（データベース）サーバ２９と、これら各端末２７、
２８、ＤＢサーバ２９をＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）３０で通信可能に接続し
たネットワークシステムである。
【００３８】
　オーダ受付端末２７は、病院やクリニックなどの医療施設からの内視鏡のレンタルのオ
ーダをインターネットなどのネットワークを経由して受け付けて、受け付けたオーダを管
理する。オーダには、レンタルを希望する内視鏡の種類や機種、貸出希望日、貸出期間、
及び医療施設のＩＤといった情報が含まれる。
【００３９】
　情報管理端末２８は、リプロセスセンタ１４に設置され、リプロセスセンタ１４で実施
される作業記録の管理や、レンタルに供する内視鏡１１の在庫管理に用いられる。リプロ
セスセンタ１４における入庫から出庫までの間には、作業スタッフによって、図３に示す
作業が実施される。こうした作業の履歴が情報管理端末２８を使用して管理される。まず
、リプロセスセンタ１４に内視鏡１１が入庫すると情報管理端末２８に内視鏡１１が入庫
したことを表す入庫情報が、内視鏡１１毎に入力される。情報管理端末２８は、この入力
を受け付けてＤＢサーバ２９に入庫情報を格納する。
【００４０】
　次に、入庫した内視鏡１１からユーザ設定情報の読み取りが行われる。ユーザ設定情報
は、内視鏡１１のカスタマイズ機能によって設定されたユーザ設定情報（調節つまみ２１
の設定位置、機能ボタン１７ｄ、１７ｅの割り当て内容、ゲイン設定値）であり、入庫直
前に使用したユーザによって内視鏡１１に設定されたものである。入庫時に読み取られる
ユーザ設定情報は、ユーザが設定した最新の情報であるので、次回同じユーザに内視鏡１
１を貸し出すときには、そのユーザ設定情報が再設定された状態で出庫することが望まし
い。
【００４１】
　ユーザ設定情報のうち、調節つまみ２１の設定位置は、作業スタッフの目視によって内
視鏡１１から読み取られる。機能ボタン１７ｄ、１７ｅの割り当て内容、及びゲイン設定
値については、リーダライタ４１（図５参照）を通じて内蔵メモリ２３から読み取られる
。読み取られたユーザ設定情報は、情報管理端末２８に入力されて、情報管理端末２８は
入力されたユーザ設定情報を受け付けてＤＢサーバ２９に格納する。
【００４２】
　リプロセスは、洗浄消毒装置による洗浄・消毒の他に、修理や機能チェックが含まれる
。レンタル用の内視鏡１１では、１つの内視鏡１１が不特定多数のユーザに使用されるた
め、リプロセスの過程において、内視鏡１１に設定されたユーザ設定情報のリセットが行
われる。リプロセスを施したことを表すリプロセス情報は、リプロセスの作業内容を記録
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するリプロセス管理装置（図示せず）を経由して情報管理端末２８に入力される。情報管
理端末２８は入力されたリプロセス情報を受け付けてＤＢサーバ２９に格納する。
【００４３】
　リプロセスが完了した処理済みの内視鏡１１は次回の出庫までの間、保管庫で保管され
る。そして、医療施設１３からオーダが入ると、そのオーダに対して、出庫する内視鏡の
選定と選定された内視鏡の割り当てが行われる。オーダ受付端末２７は、出庫先のユーザ
名、ユーザＩＤ、出庫予定日、割り当てた内視鏡１１の機器ＩＤなどの情報を含む出庫指
示を、情報管理端末２８に向けて発行する。情報管理端末２８が出庫指示の通知を取得す
ると、その通知がディスプレイに表示され、出庫指示の内容が作業スタッフによって確認
される。作業スタッフは、出庫指示の内容に従って出庫準備を開始する。出庫準備におい
ては、出庫指示で指定された機器ＩＤの内視鏡１１が保管庫から運び出される。
【００４４】
　リプロセスが処理済みの内視鏡１１は、ユーザ設定情報がリセットされているので、出
庫対象に割り当てられた内視鏡１１に対しては、出庫先のユーザのユーザ設定情報の再設
定が行われる。作業スタッフは、情報管理端末２８を使用して、出庫先として指定された
ユーザＩＤのユーザ設定情報をＤＢサーバ２９から読み出す。このユーザ設定情報が出庫
対象の内視鏡１１に再設定される。再設定作業が実施されると、再設定作業を実施したこ
とを表す再設定情報が情報管理端末２８に入力される。情報管理端末２８は、入力された
再設定情報を受け付けて、ＤＢサーバ２９に格納する。再設定作業が終了すると、情報管
理端末２８に出庫情報が入力される。情報管理端末２８は、入力された出庫情報を受け付
けて、ＤＢサーバ２９に格納する。
【００４５】
　ＤＢサーバ２９には、オーダ受付端末１７が受け付けたオーダや、情報管理端末２８が
管理するリプロセスセンタ１４における作業記録や、内視鏡１１の在庫情報を格納するた
めのＤＢが構築されており、ＤＢサーバ２９は、オーダ受付端末２７及び情報管理端末２
８からの要求に応じて、ＤＢ内の情報検索やＤＢの更新を行う。
【００４６】
　図４に示すように、オーダ受付端末２７、情報管理端末２８、ＤＢサーバ２９を構成す
るコンピュータは、基本的な構成はほぼ同じであり、それぞれ、ＣＰＵ３１、メモリ３２
、ストレージデバイス３３、ネットワークＩ／Ｆ３４、Ｉ／Ｏポート３５，及びコンソー
ル３６を備えている。これらはデータバス３７を介して接続されている。コンソール３６
は、ディスプレイ３８と、キーボードやマウスなどの操作デバイス３９とからなる。
【００４７】
　ストレージデバイス３３は、例えば、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）であり、制御
プログラムやアプリケーションプログラム（以下、ＡＰという）４０が格納される。また
、ＤＢが構築されるサーバには、プログラムを格納するＨＤＤとは別に、ＤＢ用のストレ
ージデバイス３３として、例えば、ＨＤＤを複数台連装したディスクアレイが設けられる
。ディスクアレイは、サーバ本体に内蔵されるものでもよいし、サーバ本体とは別に設け
られ、サーバ本体にケーブルやネットワークを通じて接続されるものでもよい。
【００４８】
　メモリ３２は、ＣＰＵ３１が処理を実行するためのワークメモリである。ＣＰＵ３１は
、ストレージデバイス３３に格納された制御プログラムをメモリ３２へロードして、プロ
グラムに従った処理を実行することにより、コンピュータの各部を統括的に制御する。ネ
ットワークＩ／Ｆ３４は、ＬＡＮ３０との間の伝送制御を行うインタフェースである。Ｉ
／Ｏポート３５は、周辺機器を接続して、周辺機器との間でデータの入出力を行うための
ポートであり、ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、ＲＳ－２３２Ｃなどの規格に準拠したもので
ある。
【００４９】
　オーダ受付端末２７には、ＡＰ４０として、オーダの受付や管理を行うクライアントプ
ログラムがインストールされている。クライアントプログラムが起動されると、オーダ受
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付端末２７のディスプレイには、ＧＵＩ（Graphical User Interface）による操作画面が
表示される。操作画面には、オーダの入力、表示、出庫指示の発行を行うためのオーダ管
理画面（図示せず）が含まれる。
【００５０】
　ＤＢサーバ２９には、ＡＰ４０として、クライアントからの要求に応じて処理を実行し
、処理結果を応答するサーバプログラムがインストールされている。ＤＢサーバ２９のＣ
ＰＵは、サーバプログラムを実行することにより、データの格納処理部及び検索処理部と
して機能する。格納処理部は、オーダ受付端末２７や情報管理端末２８などのクライアン
トからのデータの格納要求に応じて、各ＤＢへの格納処理を実行する。また、検索処理部
は、オーダ受付端末２７や情報管理端末２８からの配信要求に応答して、要求されたデー
タをＤＢから検索して、検索したデータを要求元へ配信する。
【００５１】
　情報管理端末２８には、ＡＰ４０として、入庫、リプロセス、出庫という、リプロセス
センタ１４において実施される作業記録などを管理するための情報管理プログラムがイン
ストールされている。情報管理端末２８のＣＰＵ３１は、情報管理プログラムが起動され
ると、図５に示すように、受付処理や判定処理を行う制御部２８ａとして機能する。制御
部２８ａは、情報管理端末２８のディスプレイ３８に、ＧＵＩ（Graphical User Interfa
ce）による操作画面を表示する。これらの操作画面を通じて、入庫情報、出庫情報、及び
ユーザ設定情報の入力や、再設定情報の表示や出力が行われる。入力された情報は、ＤＢ
サーバ２９に格納される。
【００５２】
　リーダライタ４１は、内視鏡１１の内蔵メモリ２３に格納されている設定情報の読み取
りと、内蔵メモリ２３への書き込みとを行うためのものである。リーダライタ４１は、例
えば、内蔵メモリ２３がＩＣタグであればタグリーダライタである。リーダライタ４１は
、情報管理端末２８のＩ／Ｏポート３５に接続される。
【００５３】
　ＤＢサーバ２９には、オーダ管理テーブル４６、ユーザ設定管理テーブル４７、在庫管
理テーブル４８などのデータベースを構成するテーブルデータが格納されている。
【００５４】
　図６に示すように、オーダ管理テーブル４６は、オーダの内容を表すオーダ情報を記録
したレコードが格納されるテーブルであり、各レコードはオーダ単位で生成される。１件
のレコードは、「オーダ番号」、「ステータス」、「出庫予定日（貸出予定日）」、「出
庫日時（返却日時）」、「入庫予定日（返却予定日）」、「入庫日時（返却日時）」、内
視鏡の「機器ＩＤ」、「ユーザ名」、「ユーザＩＤ」といったデータ項目が格納されるフ
ィールドを有する。「ステータス」は、オーダのステータスを表すもので、具体的な内容
としては、レンタルの場合には、例えば、「オーダ受付済み」、「貸出中」、「出庫待ち
」、「返却済み」といった情報が書き込まれる。
【００５５】
　ユーザ名は、出庫先（貸出先）の名称であり、ユーザＩＤは、ユーザ名毎に予め付与さ
れる。ユーザ名は、例えば、「Ｂ病院　山田医師」というように、内視鏡１１を使用する
医師単位で付与されており、ユーザ設定情報は医師単位で管理される。ユーザＩＤは、ユ
ーザ名に対応して、医療施設の施設コード（Ｂ病院の場合は「２３１４」）と医師コード
（山田医師の場合は「０１６」）の組み合わせによって付与される。クリニック（診療所
）など医師（ユーザ）が一人しかいない小規模な医療施設の場合は、ユーザ名やユーザＩ
Ｄから医師名や医師コードを省略してもよい。本例（「Ａクリニック」や「Ｇクリニック
」）では、ユーザ名から医師名が省略されているが、ユーザＩＤについては医師コードが
省略されずに、施設コードと医師コードが与えられている。
【００５６】
　「入庫日時」と「出庫日時」は、本実施形態における入庫情報と出庫情報である。入庫
日時と出庫日時は、情報管理端末２８を通じて入力されて、オーダ管理テーブル４６のレ
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コードに書き込まれる。「オーダ番号」、「出庫予定日」、「入庫予定日」などの他の項
目は、オーダ受付端末２７を通じて入力されて書き込まれる。
【００５７】
　図６において、オーダ番号が「１０００１」のオーダは、ステータスが「返却済み」で
あり、機器ＩＤが「ＥＳ０１０」の内視鏡１１が「１０／０２／０７　９：００」にリプ
ロセスセンタ１４から出庫され、「Ａクリニック」で使用された後、１０／０２／１７に
返却されて、「１０／０２／１７　１１：００」にリプロセスセンタ１４に入庫したこと
を表している。オーダ番号が「１００１５」のオーダは、ステータスが「貸出中」であり
、リプロセスセンタ１４に返却（入庫）されていないので、入庫日時が空欄になっている
。オーダ番号が「１００３１」の出庫先を「Ａクリニック」とするオーダは、ステータス
が「出庫待ち」の状態であるため、出庫日時は空欄であるが、既に機器ＩＤが「ＥＳ０７
０」の内視鏡１１の割り当てが終了していることを表している。
【００５８】
　図７に示すように、ユーザ設定管理テーブル４７は、ユーザ設定情報を管理するための
情報が記録されたレコードを格納するテーブルであり、各レコードはユーザＩＤ単位で生
成される。１件のレコードは、「ユーザ名」、「ユーザＩＤ」、「ユーザ設定情報」、「
受付日時」といったデータ項目を格納するフィールドを有する。各レコードには、「ユー
ザＩＤ」が含まれているため、オーダ管理テーブル４６内のユーザＩＤが共通するレコー
ドとの相互参照が可能である。「ユーザ設定情報」のフィールドには、ユーザ設定情報の
内容が記述された情報ファイルのファイル名とその格納先のアドレスが書き込まれる。フ
ァイル名には、Ａクリニックならば（「１２３４－００１」）というようにユーザＩＤが
付されている。なお、ユーザ設定管理テーブル４７とは別の情報ファイルに、ユーザ設定
情報の内容を記述した例で説明しているが、別の情報ファイルを設けなくてもよく、ユー
ザ設定管理テーブル４７内のレコードにユーザ設定情報の内容を記述するフィールドを設
けて、そのフィールドにユーザ設定情報の内容を格納してもよい。
【００５９】
　「受付日時」は、内視鏡１１から読み取られたユーザ設定情報の入力が行われ、情報管
理端末２８がその入力を受け付けた受付日時である。「受付日時」は、本実施形態におけ
る受付情報である。「Ａクリニック」のユーザ設定情報は、「１０／０２／１７　１１：
１０」に受け付けられていることを表している。図６のオーダ管理テーブル４６において
、オーダ番号が「１０００１」の「Ａクリニック」のオーダは、入庫日時が「１０／０２
／１７　１１：００」となっているので、「Ａクリニック」のユーザ設定情報の受付日時
は、入庫日時（１１：００）の１０分後にユーザ設定情報の入力が行われたことを表して
いる。
【００６０】
　ユーザ設定情報の入力には、新規入力、入庫時においてユーザ設定管理テーブル４７に
既に記憶されているユーザ設定情報を更新する更新入力、及び入庫時においてユーザ設定
管理テーブル４７に既に記憶されているユーザ設定情報と、入庫した内視鏡１１から読み
取られるユーザ設定情報とを作業スタッフが目視で照合する照合作業が実施されたことを
表す照合記録の入力の３つの入力のうち少なくとも１つの入力が含まれている。ユーザ設
定管理テーブル４７のレコードは、情報管理端末２８を通じて新規入力が行われたときに
生成される。
【００６１】
　これら新規入力、更新入力、照合記録の入力のいずれかが行われたときにその受付日時
が、該当するユーザＩＤのレコードに書き込まれる。「受付日時」は、新しい入力がある
毎に随時更新され、最新の受付日時のみが保存される。もちろん、最新の受付日時だけで
なく、過去の受付日時を保存して受付履歴を残しておいてもよい。
【００６２】
　図８に示すように、在庫管理テーブル４８は、レンタル業者１２が在庫として保有する
内視鏡１１が現在どのようなステータスにあるかを管理するためのものである。在庫管理
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テーブル４８には、内視鏡１１の機器ＩＤ単位でレコードが生成される。在庫管理テーブ
ル４８のレコードは、レンタル業者１２が保有する内視鏡１１が追加される毎に新規に生
成される。
【００６３】
　１件のレコードは、「機器ＩＤ」、「ステータス」、「再設定情報」というデータ項目
を格納するフィールドを有する。「機器ＩＤ」は、内視鏡１１の１本毎に付されたシリア
ルナンバーである。「ステータス」は、内視鏡１１がリプロセス中であれば「リプロセス
中」、貸出中であれば「貸出中」、リプロセスが完了して貸出可能な状態であれば「待機
中」といった情報が書き込まれる。各レコードには「機器ＩＤ」が含まれているため、オ
ーダ管理テーブル４６内の共通する機器ＩＤを持つレコードとの相互参照が可能である。
【００６４】
　「再設定情報」は、内視鏡１１を出庫する前に、内視鏡１１に対してユーザ設定情報の
再設定作業が実施されたことを表す情報である。再設定作業が実施された場合には「再設
定済み」、未実施の場合には「未実施」という情報が書き込まれる。再設定済みの場合に
は、再設定されたユーザ設定情報に対応するユーザＩＤも併せて書き込まれる。これによ
り、各内視鏡１１に現在設定されているユーザ設定情報がどのユーザのものかを確認する
ことができる。
【００６５】
　例えば、機器ＩＤが「ＥＳ０４０」のレコードは、その内視鏡１１が貸出中であり、そ
の内視鏡１１に対して、出庫前に、ユーザＩＤが「５９７８－０２１（Ｅ病院　田中医師
）」（図５及び図６参照）のユーザ設定情報の再設定作業が実施されたことを表している
。また、機器ＩＤが「ＥＳ０７０」のレコードは、ステータスが「待機中」となっている
が、既にユーザＩＤが「１２３４－００１（Ａクリニック）」（図５及び図６参照）のユ
ーザ設定情報が再設定済みであることを表している。
【００６６】
　図９～図１１を用いて、情報管理端末２８で入庫情報及びユーザ設定情報の入力を行う
場合の操作画面について説明する。図９及び１０に示す入庫画面５１は、入庫情報の入力
を行うための操作画面である。入庫画面５１には、オーダ情報を表示するオーダ表示領域
５１ａが設けられている。
【００６７】
　オーダ表示領域５１ａには、オーダ番号を選択する選択ボックス５１ｂが設けられてい
る。選択ボックス５１ｂは、例えば、右端の矢印がポインタ４９でポイントされると、オ
ーダ管理テーブル４６に登録済みの複数のオーダ番号を表示する選択メニューをプルダウ
ン形式で表示する。そして、その選択メニューから１つのオーダ番号を選択させてオーダ
番号を入力させる。１つのオーダ番号（本例では「１０００１」）が選択されると、制御
部２８ａが、ＤＢサーバ２９を介してオーダ管理テーブル４６から選択されたオーダ番号
のレコードを読みして、オーダ表示領域５１ａに表示する。
【００６８】
　オーダ表示領域５１ａには、レコードに含まれる項目のうち、ユーザ名、ユーザＩＤ、
入庫予定日、入庫日時、機器ＩＤの項目を表示する表示欄が設けられている。入庫日時が
入力される前においては、図９に示すように入庫日時の表示欄が空欄になっている。また
、入庫画面５１には、オーダ表示領域５１ａの下方には、入力ボタン５１ｃ、呼び出しボ
タン５１ｄ、ＯＫボタン５１ｅ、キャンセルボタン５１ｆ、閉じるボタン５１ｇが設けら
れている。ＯＫボタン５１ｅは、入力内容を確定するためのボタンであり、キャンセルボ
タン５１ｆは、入力内容をキャンセルするボタンであり、閉じるボタン５１ｇは、入庫画
面５１を閉じるボタンである。
【００６９】
　入力ボタン５１ｃは、入庫日時の入力を行うための入力ボタン５１ｃである。入力ボタ
ン５１ｃがポインタ４９で指定されてクリック操作が行われると、制御部２８ａは、情報
管理端末２８に内蔵のシステムタイマから現在時刻を読み出して、図９に示すように表示
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欄に入庫日時を表示する。ＯＫボタン５１ｅがクリック操作されると、図６に示すように
、入力した入庫日時（「１０／０２／１７　１１：００」）がオーダ管理テーブル４６内
の選択されたオーダ番号（「１０００１」）のレコードに書き込まれる。
【００７０】
　呼び出しボタン５１ｄは、図１１に示すユーザ設定情報入力画面５３を呼び出すための
画面呼び出しボタンである。入庫画面５１には、後述する第１判定処理によって、ユーザ
設定情報の入力が実施されていない場合に、警告メッセージ５２が表示される。警告メッ
セージ５２には、例えば、「ユーザ設定情報の入力作業が未実施です」という警告内容と
、「入力作業を実施してください」という入力作業を促す内容が含まれる。警告メッセー
ジ５２は、例えば、呼び出しボタン５１ｄを指し示してそこに誘導する矢印を持つ吹き出
し形状で表示される。
【００７１】
　呼び出しボタン５１ｄがクリック操作されると、操作画面が入庫画面５１からユーザ設
定情報入力画面５３に移行する。図１１に示すように、ユーザ設定情報入力画面５３には
、ユーザ名、ユーザＩＤを入力するための入力領域５３ａ、内蔵メモリ内の設定情報を入
力するための入力領域５３ｂ、調節つまみの設定位置を入力する入力領域５３ｃ、入力内
容を確定して受付処理の実行指示する入力ボタン５３ｄ、入力内容をキャンセルするキャ
ンセルボタン５３ｅ、入庫画面５１に復帰させる戻るボタン５３ｆが設けられている。
【００７２】
　入庫画面５１において、呼び出しボタン５１ｄがクリック操作されると、制御部２８ａ
は、入庫画面５１で選択されているオーダ番号（「１０００１」）のオーダにおいて指定
されているユーザＩＤのユーザ設定情報のレコードを、ＤＢサーバ２９を介してユーザ設
定管理テーブル４７から読み出す。ユーザ設定管理テーブル４７に既に対応するユーザＩ
Ｄのレコードが記憶されている場合（前回入力されたユーザ設定情報がある場合）には、
そのレコードが読み出されて、ユーザ設定情報入力画面１１の各入力領域５３ａ～５３ｃ
にそれぞれの項目の情報が表示される。ユーザ設定管理テーブル４７に対応するユーザＩ
Ｄのレコードが無い場合には、各入力領域５３ａ～５３ｃは空欄で表示される。
【００７３】
　各入力領域５３ａ～５３ｃが空欄の場合には、ユーザ設定情報が新規入力される。入力
領域５３ａには、キーボードによってユーザ名やユーザＩＤが入力される。入力領域５３
ｂには、取り込みボタン５３ｈが設けられている。取り込みボタン５３ｈは、リーダライ
タ４１（図５参照）に対して、内視鏡１１の内蔵メモリ２３内の設定情報を情報管理端末
２８へ取り込む指示をするためのボタンである。
【００７４】
　取り込みに際しては、まず、作業スタッフによって、リーダライタ４１と内視鏡１１が
通信可能な状態にセットされる。例えば、内蔵メモリ２３がＩＣタグの場合には、リーダ
ライタ４１が内視鏡１１の内蔵メモリ２３の近傍へ翳される。この状態で、取り込みボタ
ン５３ｈがクリック操作されると、リーダライタ４１によって内視鏡１１の内蔵メモリ２
３内の設定情報が情報管理端末２８に取り込まれ、取り込まれた設定情報が入力領域５３
ｂに表示される。入力領域５３ｃには、調節つまみ２１の設定位置が、目盛り２２（図２
参照）で目視確認されて、目視で読み取られた目盛り２２の数字（「５」）がキーボード
から入力される。
【００７５】
　更新入力の場合には、前回入力したユーザ設定情報がユーザ設定管理テーブル４７にあ
るので、入力領域５３ｃには、前回入力した調節つまみ２１の設定位置が表示される。前
回の設定位置と、内視鏡１１に現在設定されている調節つまみ２１の設定位置とが作業ス
タッフの目視によって照合される。変更がある場合には、キーボードによって変更された
値が入力領域５３ｃに入力される。入力領域５３ｂにも、前回入力された設定情報が表示
されるが、内蔵メモリ２３に現在設定されている設定情報は目視確認できないので、前回
入力済みの設定情報との目視による照合はできない。そのため、内蔵メモリ２３の設定情
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報については、更新入力の場合でも、取り込みボタン５３ｈのクリック操作によってリー
ダライタ４１を通じて取り込みが行われる。入力領域５３ｂの表示は、取り込まれた設定
情報の表示に更新される。
【００７６】
　入力ボタン５３ｄがクリック操作されると、入力領域５３ｂ及び５３ｃに入力された内
容が確定し、確定した内容のユーザ設定情報の受付処理が実行される。制御部２８ａは、
新規入力の場合には、入力されたユーザ設定情報に対応するレコードをユーザ設定管理テ
ーブル４７に新規に生成して書き込む。更新入力の場合には、既に記憶済みのレコードを
新たに入力された内容で上書き更新する。変更がある項目だけ更新し、変更が無い項目に
ついては更新しなくてもよい。そして、新規入力又は更新入力のいずれの場合でも、受付
処理が実行された受付日時が対応するレコードに書き込まれる。
【００７７】
　なお、本例では、入力領域５３ｂや入力領域５３ｃの表示が、新たに入力された内容で
更新表示される例で説明したが、入力領域５３ｂや入力領域５３ｃに変更前と変更後の２
つの表示欄を設けて、前回入力済みの変更前の内容と今回入力する変更後の内容を対照で
きるようにしてもよい。
【００７８】
　図１２及び１３に示すフローチャートを用いて、情報管理端末２８が実行する、入庫情
報及びユーザ設定情報の受付処理の処理手順を説明する。図１２に示すフローチャートに
示すように、入庫画面５１の起動指示があると、制御部２８ａは、入庫画面５１をディス
プレイ３８に表示し（ステップ（Ｓ）１００）、オーダ番号の選択を待機する（Ｓ１１０
）。オーダ番号が選択されると（Ｓ１１０でＹ）、選択されたオーダのレコードを、ＤＢ
サーバ２９を介してオーダ管理テーブル４６から読み出して、オーダ表示領域５１ａにオ
ーダ情報を表示する（Ｓ１２０）。そして、入庫情報（入庫日時）の入力を待機する（Ｓ
１３０）。
【００７９】
　入力ボタン５１ｃがクリック操作されると（Ｓ１３０でＹ）、制御部２８ａは、システ
ムタイマから現在日時を読み出して、入庫日時欄に表示する。ＯＫボタン５１ｅがクリッ
ク操作されると、制御部２８ａは、表示された入庫日時（１０／０２／１７　１１：００
）を確定し、受付処理を実行する。受付処理の実行により、入力された入庫情報（入庫日
時）は、ＤＢサーバ２９を介してオーダ管理テーブル４６の対応するレコードに書き込ま
れる。制御部２８ａは、入庫情報が入力されると、それに対応するオーダのユーザＩＤ、
すなわち、入庫画面５１に表示中のユーザＩＤ（本例においては「１２３４－００１」）
を読み出し（Ｓ１４０）、読み出したユーザＩＤに基づいて第１判定処理を実行する（Ｓ
１５０）。
【００８０】
　図１３に示すように、第１判定処理において、制御部２８ａは、同じユーザＩＤの最新
の入庫日時と、最新の受付日時を読み出す（Ｓ１５１）。入庫日時は、入庫画面５１（図
１０）において入力された入庫日時が当該ユーザＩＤの最新の入庫日時である。受付日時
は、ＤＢサーバ２９を介してユーザ設定管理テーブル４７から読み出される。受付日時の
フィールドは、最新の受付日時のみが記録されているので、レコードに記録されている受
付日時が最新の受付日時である。
【００８１】
　制御部２８ａは、最新の受付日時と最新の入庫日時とを比較して、最新の受付日時が最
新の入庫日時以後か否かを判定する（Ｓ１５２）。制御部２８ａは、最新の受付日時が最
新の入庫日時以後である場合（Ｓ１５２でＹ）に、ユーザ設定情報の入力作業が実施され
たと判定する（Ｓ１５３）。入庫日時は、使用済みの内視鏡１１がリプロセスセンタ１４
に入庫される毎に記録されるので、最新の入庫日時よりも最新の受付日時が後であれば、
使用済みの内視鏡１１がリプロセスセンタ１４に入庫した後に、リプロセスセンタ１４に
おいて、ユーザ設定情報の入力作業が実施されていることを意味する。
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【００８２】
　一方、最新の受付日時が最新の入庫日時より前である場合（Ｓ１５２でＮ）は、制御部
２８ａは、最新の入庫後にユーザ設定情報の入力作業が実施されていない（未実施）と判
定する（Ｓ１５４）。最新の受付日時が最新の入庫日時より前である場合は、その受付日
時は、入庫した内視鏡１１がユーザに貸し出される前に実施された前回の入力作業、つま
り、前回出庫前に実施された入力作業の実施日付であるので、今回の入庫後にユーザ設定
情報の入力作業が実施されていないと判定する。
【００８３】
　図１２に戻って、制御部２８ａは、第１判定処理において、ユーザ設定情報の入力作業
が実施されていると判定した場合（Ｓ１６０でＹ）には、別のオーダの入庫情報の入力を
待機する（Ｓ１９０）。一方、未実施と判定された場合（Ｓ１６０でＮ）には、図１０に
示すように、入庫画面５１に警告メッセージ５２を表示する警告処理を実行する（Ｓ１７
０）。入庫情報を入力した時点（入力ボタン５１ｃがクリック操作された時点）では、ユ
ーザ設定情報の入力作業は実施されていないので（図３参照）、入力ボタン５１ｃがクリ
ック操作された直後に、警告メッセージ５２が表示されることになる。そのため、警告メ
ッセージ５２によって、作業スタッフに対してユーザ設定情報の入力作業を促すことがで
きる。
【００８４】
　制御部２８ａは、警告処理を開始した後、予め決められた所定時間間隔で第１判定処理
（Ｓ１５０）を繰り返す。この処理は、ユーザ設定情報の入力作業が実施されるまで継続
されるので、入力作業が実施されるまでの間、入庫画面５１には、警告メッセージ５２が
継続して表示される。これにより、ユーザ設定情報の入力作業の作業忘れが確実に防止さ
れる。
【００８５】
　次に、図１４～１６を用いて、情報管理端末２８で出庫情報及びユーザ設定情報の再設
定を行う場合の操作画面について説明する。図１４及び１５に示す出庫画面５６は、入庫
情報の入力を行うための操作画面である。出庫画面５６には、オーダ情報を表示するオー
ダ表示領域５６ａが設けられている。オーダ表示領域５６ａには、オーダ番号を選択する
選択ボックス５６ｂが設けられている。選択ボックス５６ｂは、入庫画面５１の選択ボッ
クス５１ｂと同様であり、プルダウン形式のメニューから１つのオーダ番号を選択させて
入力させるものである。
【００８６】
　１つのオーダ番号（「１００３１」）が選択されると、制御部２８ａが、ＤＢサーバ２
９を介して、オーダ管理テーブル４６から選択されたオーダのレコードを読み出して、オ
ーダ表示領域５６ａに表示する。オーダ表示領域５６ａには、レコードに含まれる項目の
うち、ユーザ名、ユーザＩＤ、出庫予定日、出庫日時、機器ＩＤの項目を表示する表示欄
が設けられている。出庫日時が入力される前においては、出庫日時の表示欄が空欄になっ
ている。
【００８７】
　本例において選択されているオーダ（「１００３１」）は、出庫先がＡクリニックであ
り、出庫対象には、機器ＩＤが「ＥＳ０７０」の内視鏡１１が割り当てられている。図６
に示すように、同じＡクリニックを出庫先とする前回のオーダ（「１０００１」）では、
機器ＩＤが「ＥＳ０１０」の内視鏡１１が割り当てられていたのに対して、今回のオーダ
（「１００３１」）では、機器ＩＤが「ＥＳ０７０」の内視鏡１１が割り当てられている
。レンタルサービスにおいては、このように同じユーザに対して異なる内視鏡１１が貸し
出される場合があり得る。
【００８８】
　また、出庫画面５６には、オーダ表示領域５６ａの下方に、入力ボタン５６ｃ、呼び出
しボタン５６ｄ、ＯＫボタン５６ｅ、キャンセルボタン５６ｆ、閉じるボタン５６ｇが設
けられている。ＯＫボタン５６ｅは、入力内容を確定するためのボタンであり、キャンセ
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ルボタン５６ｆは、入力内容をキャンセルするボタンであり、閉じるボタン５６ｇは、出
庫画面５６を閉じるボタンである。
【００８９】
　入力ボタン５６ｃは、出庫情報（出庫日時）の入力を行うための入力ボタン５６ｃであ
り、入力ボタン５６ｃがポインタ４９で指定されてマウスによるクリック操作が行われる
と、情報管理端末２８に内蔵のシステムタイマから現在時刻が読み出されて、図１５に示
すように表示欄に出庫日時が表示される。ＯＫボタン５６ｅがクリック操作されると、入
力した出庫日時がオーダ管理テーブル４６内の選択されたオーダ（「１００３１」）のレ
コードに書き込まれる。
【００９０】
　呼び出しボタン５６ｄは、図１６に示すユーザ設定情報の再設定画面５７を呼び出すた
めの画面呼び出しボタンである。出庫画面５６には、後述する第２判定処理によって、ユ
ーザ設定情報の再設定が実施されていない場合に、警告メッセージ５８が表示される。警
告メッセージ５８には、例えば、「ユーザ設定情報の再設定作業が未実施です」という警
告内容と、「再設定作業を実施してください」という再設定作業を促す内容が含まれる。
警告メッセージ５８は、例えば、入庫画面５１の警告メッセージ５２と同様に、呼び出し
ボタン５６ｄを指し示してそこに誘導する矢印を持つ吹き出し形状で表示される。
【００９１】
　呼び出しボタン５６ｄがクリック操作されると、操作画面がユーザ設定情報再設定画面
５７に移行する。図１６に示すように、ユーザ設定情報再設定画面５７には、ユーザ名、
ユーザＩＤを表示するための表示領域５７ａ、内蔵メモリ内の設定情報を表示するための
表示領域５７ｂ、調節つまみの設定位置を表示する表示領域５７ｃ、再設定ボタン５７ｄ
、戻るボタン５７ｅが設けられている。
【００９２】
　出庫画面５６において、呼び出しボタン５６ｄがクリック操作されると、制御部２８ａ
は、出庫画面５６において選択されているオーダ番号（「１００３１」）に対応するユー
ザＩＤをＤＢサーバ２９に対して送信して、ユーザ設定管理テーブル４７内のそのユーザ
ＩＤのレコードの配信を要求する。ユーザ設定管理テーブル４７に既に対応するユーザＩ
Ｄのレコードが記憶されている場合には、そのレコードが読み出されて、各表示領域５７
ａ～５７ｃにそれぞれの項目の情報が表示される。
【００９３】
　表示領域５７ｂには、内蔵メモリ２３に再設定すべき、ゲイン設定値及び機能ボタンの
割り当て内容が表示される。表示領域５７ｂには、書き出しボタン５７ｈが設けられてい
る。書き出しボタン５７ｈは、表示領域５７ｂに表示されている設定情報をリーダライタ
４１に出力して、リーダライタ４１を通じて内視鏡１１の内蔵メモリ２３へ書き出すため
の操作ボタンである。
【００９４】
　書き出しに当たっては、上述した取り込みの場合と同様に、まず、作業スタッフによっ
て、リーダライタ４１と内視鏡１１が通信可能な状態にセットされる。この状態で、再設
定ボタン５７ｄがクリック操作されると、制御部２８ａは、表示領域５７ｂに表示された
設定情報を、リーダライタ４１に出力し、リーダライタ４１は、出力された設定情報を内
蔵メモリ２３に書き出す。こうして内蔵メモリ２３に表示領域５７ｂに表示された設定情
報が再設定される。
【００９５】
　一方、表示領域５７ｃには、調節つまみ２１（図２参照）の設定位置が表示されている
。作業スタッフは、内視鏡１１の目盛り２２を読みながら、調節つまみ２１を操作して、
表示領域５７ｃに表示されている設定位置（「５」）に合わせる。これにより、調節つま
み２１の設定位置が再設定される。
【００９６】
　再設定ボタン５７ｄは、再設定作業を実施したことを表す再設定情報を入力するための
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操作ボタンである。再設定作業が完了すると、作業スタッフによって再設定ボタン５７ｄ
がクリック操作される。再設定ボタン５７ｄがクリック操作されると、制御部２８ａは、
出庫情報（出庫日時）を入力したオーダから出庫対象の内視鏡１１の機器ＩＤ（「ＥＳ０
７０」）を読み出して、その機器ＩＤに対応する在庫管理テーブル４８のレコードに再設
定情報を書き込む。この再設定情報には、出庫先のユーザＩＤ（「１２３４－００１」）
も併せて書き込まれる。
【００９７】
　図１７及び１８に示すフローチャートを用いて、情報管理端末２８が実行する、出庫情
報の受付処理の処理手順を説明する。図１７のフローチャートに示すように、出庫画面５
６の起動指示があると、制御部２８ａは、出庫画面５６をディスプレイ３８に表示し（ス
テップ（Ｓ）２００）、オーダ番号の入力を待機する（Ｓ２１０）。オーダ番号が入力さ
れると（Ｓ２１０でＹ）、選択されたオーダのレコードを、ＤＢサーバ２９を介してオー
ダ管理テーブル４６から読み出して、オーダ表示領域５６ａに表示する（Ｓ２２０）。そ
して、出庫情報（出庫日時）の入力を待機する（Ｓ２３０）。
【００９８】
　入力ボタン５６ｃがクリック操作されると（Ｓ２３０でＹ）、制御部２８ａは、システ
ムタイマから現在日時を読み出して、出庫日時欄に表示する。ＯＫボタン５６ｅがクリッ
ク操作されると、制御部２８ａは、表示された出庫日時（１０／０２／２０　１１：００
）の入力を確定し、受付処理を実行する。受付処理の実行により、入力された出庫日時は
、ＤＢサーバ２９を介してオーダ管理テーブル４６のオーダ番号が「１００３１」のレコ
ードに書き込まれる。制御部２８ａは、出庫情報が入力されると、そのオーダの機器ＩＤ
、すなわち、出庫画面５６に表示中の機器ＩＤ（「ＥＳ０７０」）を読み出し（Ｓ２４０
）、読み出したユーザＩＤに基づいて第２判定処理を実行する。
【００９９】
　図１８に示すように、第２判定処理において、制御部２８ａは、読み出した機器ＩＤに
対応する再設定情報の有無を調べる（Ｓ２５１）。制御部２８ａは、ＤＢサーバ２９を介
して、在庫管理テーブル４８内の該当する機器ＩＤのレコードから再設定情報を読み出す
。再設定情報が無い場合（Ｓ２５１でＮ）には、再設定作業が未実施であると判定する（
Ｓ２５４）。一方、再設定情報が有る場合（Ｓ２５１でＹ）には、再設定情報に含まれる
ユーザＩＤとオーダで指定された出庫先のユーザＩＤが一致しているか否かを判定する（
Ｓ２５２）。一致していない場合（Ｓ２５２でＮ）には、出庫先のユーザＩＤに対応する
適正なユーザ設定情報が再設定されていないことを意味するので、ユーザ設定情報の再設
定作業が未実施であると判定する（Ｓ２５４）。一方、一致している場合（Ｓ２５２でＹ
）には、ユーザ設定情報の再設定作業が実施されたと判定する（Ｓ２５３）。
【０１００】
　図１７に戻って、制御部２８ａは、第２判定処理において、ユーザ設定情報の再設定作
業が実施されていると判定した場合（Ｓ２６０でＹ）には、別のオーダの出庫情報の入力
を待機する（Ｓ２８０）。一方、再設定作業が実施されていないと判定された場合（Ｓ２
６０でＮ）には、図１５に示すように、出庫画面５６に警告メッセージ５８を表示する警
告処理を実行する（Ｓ２７０）。出庫情報を入力した時点（入力ボタン５６ｃがクリック
操作された時点）では、ユーザ設定情報の再設定作業は実施されていないので（図３参照
）、入力ボタン５６ｃがクリック操作された直後に、警告メッセージ５８が表示されるこ
とになる。そのため、警告メッセージ５８によって、作業スタッフに対してユーザ設定情
報の再設定作業を促すことができる。これにより、再設定作業の作業忘れが防止され、ユ
ーザ設定情報が再設定されていない状態で内視鏡１１が出庫されることが防止される。
【０１０１】
　以上で説明したように、第１実施形態の情報管理端末２８では、まず、使用済みの内視
鏡１１がリプロセスセンタ１４へ入庫する入庫時に行われる入庫作業において、内視鏡１
１が入庫する毎に記録される最新の入庫日時と、そのオーダのユーザＩＤと同じユーザ設
定情報の最新の受付日時とに基づいて第１判定処理を行っている。そして、第１判定処理
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によって、入庫時において行われるべきユーザ設定情報の入力作業が実施されたか否かを
調べて、未実施の場合には警告を行うようにしたから、入力作業の作業忘れを防止するこ
とができる。また、第１判定処理は、入庫する毎に記録される入庫情報に基づいて行われ
るので、ユーザ設定管理テーブル４７内のユーザ設定情報を常に最新の状態に保つことが
可能である。
【０１０２】
　また、入庫情報が入力された後、ユーザ設定情報の入力作業が行われるまでの間、所定
時間間隔で繰り返し第１判定処理が行われるから、作業忘れをより確実に防止することが
できる。また、警告メッセージ５２は、入庫情報の入力が行われる入庫画面５１に表示さ
れるので、作業忘れの防止効果が高い。
【０１０３】
　次に、リプロセスが完了後の出庫作業において、在庫管理テーブル４８に再設定情報を
記憶させ、出庫先の内視鏡に対して、再設定作業がなされたかを判定する第２判定処理を
実行し、再設定情報が無い場合に警告するようにしたから、再設定作業の作業忘れを防止
することができる。また、再設定情報にはユーザＩＤも記録されており、第２判定処理に
おいてユーザＩＤの照合も行っているから、出庫先のユーザに応じた適正なユーザ設定情
報が再設定されているかについても判定することができる。
【０１０４】
　「第２実施形態」
　第１実施形態の第１判定処理は、入庫画面５１において入庫情報が入力されることを契
機として実行される例で示したが、図１９に示すように、入庫情報の入力の有無とは無関
係にユーザ設定情報が検索されたときに第１判定処理を行うようにしてもよい。情報管理
端末２８は、起動中、検索指示の入力を待機する（Ｓ３００）。指定されたユーザＩＤの
検索指示が入力されると（Ｓ３００でＹ）、制御部２８ａは、第１判定処理を実行する（
Ｓ３１０）。第１判定処理の内容は、第１実施形態と同様である。そして、第１判定処理
の判定結果に基づいて、ユーザ設定情報の入力作業が実施されている場合（Ｓ３２０でＹ
）には、ユーザ設定情報の内容を画面に表示する（Ｓ３４０）。一方、ユーザ設定情報の
入力作業が実施されていない場合（Ｓ３２０でＮ）に警告処理をする（Ｓ３３０）。警告
処理では、第１実施形態と同様の警告メッセージ５２が画面に表示される。
【０１０５】
　ユーザ設定情報の検索は、ユーザ設定情報の内容の確認や、ユーザ設定情報の再設定作
業を準備する段階で行われる場合が多いと考えられるので、検索時に第１判定処理を実行
することは実行タイミングとして好適である。もちろん、第２実施形態と第１実施形態を
組み合わせても可である。そうすれば、ユーザ設定情報の入力作業の作業忘れをより確実
に防止できる。また、リプロセスが開始されるときに、洗浄消毒装置などからリプロセス
の開始の通知を情報管理端末２８に送信するようにして、情報管理端末２８がその通知を
受けたときに、第１判定処理を実行するようにしてもよい。このように、第１判定処理の
タイミングは、種々変形が可能である。
【０１０６】
　「第３実施形態」
　第３実施形態は、オーダ受付端末２７が発行した出庫指示の通知を情報管理端末２８が
受けたことを契機として、第１判定処理と第２判定処理を実行する例である。情報管理端
末２８は、オーダ受付端末２７からの出庫指示の通知を待機する（Ｓ４００）。
【０１０７】
　出庫指示の通知を受信した場合（Ｓ４００でＹ）、出庫指示の通知からユーザＩＤを読
み出し（Ｓ４１０）、図１３に示す第１判定処理を実行する（Ｓ４２０）。第１判定処理
の判定結果に従って、ユーザ設定情報の入力作業が実施されていない場合（Ｓ４３０でＮ
）には、警告メッセージ５２（図１０参照）を画面に表示する（Ｓ４４０）。入力作業が
実施されている場合（Ｓ４３０でＹ）は、出庫指示の通知から機器ＩＤを読み出して（Ｓ
４５０）、図１８に示す第２判定処理を実行する（Ｓ４６０）。第２判定処理の判定結果
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に従って、ユーザ設定情報の再設定作業が実施されていない場合（Ｓ４７０でＮ）は、警
告メッセージ５８（図１５参照）を画面に表示する（Ｓ４８０）。この後、再設定作業が
実施されるまで、警告処理を予め決められた所定時間間隔で繰り返す（Ｓ４９０）。再設
定作業実施されるまでの間、警告メッセージ５８の表示が継続される。
【０１０８】
　出庫先を指定する出庫指示の通知が未受信の段階では、再設定作業は実施されていない
ので（図３参照）、１回目の第２判定処理の判定結果は未実施となり、警告メッセージ５
８が表示されることになる。出庫準備作業は、出庫指示によって開始される（図３参照）
。そして、出庫先は出庫指示によって明らかになるので、出庫指示の通知を受けたタイミ
ングは、第２判定処理の実行可能な最も早いタイミングとなる。したがって、第２判定処
理のタイミングとしては第３実施形態のタイミングが最も好ましい。また、第３実施形態
では、第１判定処理も行われるので、再設定すべきユーザ設定情報が最新の状態にあるか
を確認することもできる。なお、上記第１～第３の各実施形態の組み合わせももちろん可
である。
【０１０９】
　また、上記実施形態では、第１判定処理の判定の基礎とする受付情報と入庫情報として
、それぞれ最新の受付日時及び最新の入庫日時を例に説明したが、第１判定処理は、日時
以外の情報でも可能である。
【０１１０】
　例えば、内視鏡１１の入庫情報を「入庫済み」又は「未入庫」の二値で記録し、ユーザ
設定情報の受付情報を「実施済み」又は「未実施」の二値のいずれかで記録する。この場
合、ユーザ設定情報の入力作業を実施した場合には、ユーザ設定管理テーブル４７の受付
情報に「実施済み」が記録される。そして、内視鏡１１が出庫され、再び入庫する前まで
に出庫先のユーザＩＤに対応するユーザ設定管理テーブル４７の受付情報を「実施済み」
から「未実施」に戻す。次回入庫した時点では、受付情報は「未実施」となっているので
、入庫後にユーザ設定情報の入力作業が実施されるまでの間、第１判定処理の判定結果は
、未実施と判定されるので、警告が行われる。
【０１１１】
　また、上記実施形態では、第２判定処理について、再設定情報を「実施済み」と「未実
施」の二値で判定を行うようにしたが、再設定情報として、再設定日時を記録し、第２判
定処理を、再設定日時と入庫日時に基づいて行ってもよい。この場合、同じ機器ＩＤの最
新の再設定日時と最新の入庫日時とを比較して、最新の再設定日時が最新の入庫日時以後
であるか否かを調べて、再設定日時が入庫日時以後である場合に、「実施済み」と判定さ
れ、再設定日時が最新の入庫日時よりも前である場合に、「未実施」と判定される。
【０１１２】
　上記実施形態では、本発明のユーザ設定情報管理装置を、レンタルサービスに適用する
例で説明したが、レンタルサービス以外でも、例えば、医療施設が保有する内視鏡の洗浄
消毒を含むリプロセスについて、医療施設からの委託を受けて代行するリプロセス代行サ
ービスに適用してもよい。リプロセス代行サービスの場合は、リプロセスセンタへの内視
鏡の入庫は医療施設からの預かり、リプロセスセンタからの出庫は医療施設への返却、と
なる。
【０１１３】
　リプロセスにおいては、分解や部品交換を伴う修理が行われる場合があるので、その過
程において内視鏡に設定されているユーザ設定情報がリセットされてしまう場合がある。
リプロセス代行サービスにおいても、内視鏡を医療施設に返却する場合には、ユーザ設定
情報を入庫時の状態に戻して返却するのが望ましい。そのため、リプロセス代行サービス
の場合も、ユーザ設定情報を管理する必要がある。
【０１１４】
　ただし、リプロセス代行サービスの場合は、内視鏡の保有者が医療施設（ユーザ）であ
り、レンタル業者が内視鏡を保有し、１つの内視鏡が不特定多数のユーザに貸し出される
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レンタルサービスと異なる。こうした違いから、レンタルサービスの方が、ユーザ設定情
報の管理方法が複雑化するため、本発明はレンタルサービスの場合に特に有効である。理
由は以下の通りである。
【０１１５】
　リプロセス代行サービスでは、入庫した内視鏡に設定されているユーザ設定情報を、そ
のまま、出庫時に同じ内視鏡に再設定してユーザに返却すればよい。つまり、リプロセス
代行サービスの場合は、内視鏡の機器ＩＤとそれを使用するユーザＩＤが１対１で対応す
るため、機器ＩＤとユーザＩＤを区別する必要はない。
【０１１６】
　これに対して、レンタルサービスの場合は、１つの内視鏡が不特定多数のユーザに使用
されることを予定しているので、上記実施形態で説明した通り、１つの内視鏡に対して出
庫毎に異なるユーザ設定情報を再設定する必要がある。つまり、レンタルサービスの場合
は、機器ＩＤとユーザＩＤは１対１で対応しないため、機器ＩＤとユーザＩＤを区別して
取り扱う必要が生じる。そのため、リプロセス代行サービスの場合と比べて、ユーザ設定
情報を管理するしくみが複雑化する。
【０１１７】
　例えば、リプロセス代行サービスの場合は、機器ＩＤとユーザＩＤが１対１で対応して
いるため、機器ＩＤ単位でレコードが生成されるテーブル（例えば在庫管理テーブル）に
ユーザ設定情報を登録しておけば、そのテーブルとは別にユーザＩＤ単位でレコードが生
成されるテーブル（例えばユーザ設定管理テーブル）を持たなくて済むが、レンタルサー
ビスの場合は、機器ＩＤとユーザＩＤが１対１で対応しないため、ユーザＩＤ単位でレコ
ードが生成されるテーブルが必ず必要になる。このように、情報管理のしくみが複雑化す
るほどコンピュータシステムを利用する必要性は高い。したがって、本発明は、リプロセ
ス代行サービスと比較して、レンタルサービスの場合に特に有効である。
【０１１８】
　また、リプロセス代行サービスとレンタルサービスの両方を提供する事業者がユーザ設
定情報を管理する場合に本発明を適用してもよい。本発明によれば、レンタルサービスと
リプロセスサービスが混在する場合でも、両者を区別することなく、同じ処理フロー、同
じプログラムで統一的にユーザ設定情報を管理することができるので、コンピュータシス
テムを構築するコスト負担を軽減できる。
【０１１９】
　また、上記実施形態では、医療施設とは別のレンタル業者のリプロセスセンタでユーザ
設定情報を管理する例で説明したが、もちろん、医療施設内の内視鏡洗浄室などのリプロ
セスを行う処理場においてユーザ設定情報を管理する場合に使用してもよい。もちろん、
レンタルサービスの場合は、取り扱う内視鏡の本数が１つの医療施設と比較して多いので
、本発明はレンタルサービスの場合に特に有効である。
【０１２０】
　また、上記実施形態では、内視鏡のユーザ設定情報として、内視鏡の内蔵メモリに格納
される設定情報のようにリーダライタによって読み取りが可能なユーザ設定情報と、調節
つまみの設定位置などのように作業スタッフの目視によって読み取られるユーザ設定情報
の２種類の情報を読み取る例で説明している。このうち、リーダライタによって読み取り
可能なユーザ設定情報については、例えば、入庫情報の入力が行われたときに、内蔵メモ
リからの読み取りが自動的に行われ、出庫情報の入力が行われたときに、内蔵メモリへの
書き出しが自動的に行われるというように、入庫情報や出庫情報が情報管理端末へ入力さ
れたことを契機として、情報管理端末の制御部がリーダライタを介して内蔵メモリからの
ユーザ設定情報の読み取りと内蔵メモリへのユーザ設定情報の書き出しを自動的に実行す
るようにしてもよい。
【０１２１】
　上記実施形態では、内視鏡のユーザ設定情報として、イメージセンサのゲイン設置値、
機能ボタンの割り当て内容、硬度調節の設定位置を例に説明したが、これらに代えて、あ
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【０１２２】
　また、例えば、内視鏡の内蔵メモリに記憶されるユーザ設定情報は、内視鏡のユーザ設
定情報に限らず、プロセッサ装置や光源装置など内視鏡と接続される周辺装置のカスタマ
イズ機能によって設定されるユーザ設定情報でもよい。
【０１２３】
　例えば、プロセッサ装置のカスタマイズ機能としては、モニタに表示する観察画面の色
合いや輝度をユーザの好みに応じて設定できる機能がある。こうしたプロセッサ装置で設
定したユーザ設定情報が内視鏡の内蔵メモリに格納される。内視鏡がプロセッサ装置と接
続されると内視鏡の内蔵メモリからプロセッサ装置がユーザ設定情報を読み込んで、読み
込んだユーザ設定情報に従ってモニタの色合いや輝度を自動設定する。プロセッサ装置は
、複数のユーザに共用されることが多いので、プロセッサ装置のユーザ設定情報を内視鏡
の内蔵メモリに格納し、これを自動的にプロセッサ装置が読み込む機能は、ユーザにとっ
てメリットが大きい。
【０１２４】
　また、処理場においてリプロセスされる医療機器として内視鏡を例に説明したが、プロ
セッサ装置や光源装置などの内視鏡の周辺装置でもよい。もちろん、内視鏡や周辺装置な
どの内視鏡検査機器に限らず、例えば、携帯用のデジタルＸ線検査機器である電子カセッ
テでもよい。
【０１２５】
　上記実施形態では、本発明のユーザ設定情報管理装置を、受付手段、判定手段、警告手
段を構成する情報管理端末２８と、記憶手段を構成するＤＢサーバ２９からなるコンピュ
ータシステムで構成した例で説明したが、情報管理端末２８は１台に限らず、複数台あっ
てもよい。また、ＤＢが構築される記憶手段としては、ＤＢサーバ２９以外でもよく、例
えば、ＮＡＳ（Network Attached Storage）、ＳＡＮ（Storage Area Network）といった
ネットワークを介して接続するストレージデバイスを使用してもよい。また、情報管理端
末２８に内蔵のハードディスクドライブからなるストレージデバイスにＤＢを構築して、
これを記憶手段としてもよい。このように、ユーザ設定情報管理装置を実現するコンピュ
ータシステムの物理構成は適宜変更が可能である。
【０１２６】
　また、上記実施形態で示したとおり、本発明は、プログラムの形態、さらにはプログラ
ムを記憶する記憶媒体にも及ぶことはもちろんである。
【０１２７】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種
々変形して実施することが可能である。
【符号の説明】
【０１２８】
　１０　レンタル支援システム
　２７　オーダ受付端末
　２８　情報管理端末
　２８ａ　制御部（判定手段、警告手段、表示制御手段）
　２９　ＤＢサーバ
　３１　ＣＰＵ
　３６　コンソール
　３８　ディスプレイ
　３９　操作デバイス
　４６　オーダ管理テーブル（第１記憶手段）
　４７　ユーザ設定管理テーブル（第２記憶手段）
　４８　在庫管理テーブル（第３記憶手段）
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              特開２００５－１７３７１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０４９４８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－０５９４１９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　１０／００　－　５０／３４　　　　
              Ａ６１Ｂ　　　１／００　　　　
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